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六
月
定
例
会
を
間
近
に
控
え
た
五
月
二
十
八
日
、

職
員
の
労
働
組
合
活
動
に
関
連
す
る
事
務

調
査
特
別
委
員
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
委
員
会
で
は
職
員
労
働
組
合
の
非
常
識
な
活
動

実
態
を
改
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
公
務
員
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
姿
勢
を
再
認
識
さ
せ
、
労
使
交

渉
で
の
人
数
制
限
な
ど
諸
課
題
の
適
正
な
執
行
を
検
証
す
る
た
め
、
論
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
二
十
九
日
に
は

長
尾
市
長
の
不
透
明
、
不
明
朗
な
行
財
政
改
革
を
た
だ
す
調
査
特
別

委
員
会

が
開
催
さ
れ
、
行
財
政
改
革
等
に
対
す
る
長
尾
市
長
の
政
治
姿
勢
を
問
う
論
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

今
回
、
東
大
阪
市
議
会
と
し
て
は
、
こ
の
二
委
員
会
で
行
わ
れ
た
論
議
の
内
容
を
市
民
の
皆
様

に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
、
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
の
協
議
に
よ
り

本
臨
時
号
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

行
財
政
改
革
を
た
だ
す
調
査
特
別
委
員
会
の
中
間
報
告

行
財
政
改
革
を
た
だ
す
調
査
特
別
委
員
会
の
中
間
報
告

東
大
阪
市
は
平
成
十
七
年
四

月
に
中
核
市
と
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
市

民
の
期
待
に
応
え
る
都
市
経
営

が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
本
市
で
は
団
塊
世
代

の
大
量
退
職
を
控
え
、
未
曾
有

の
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
中
、
財
源
不
足

を
解
消
し
、
必
要
財
源
を
見
出

し
て
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を

進
め
る
に
は
、
行
財
政
改
革
の

確
実
な
実
施
は
不
可
欠
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
尾
市
長

の
選
挙
公
約
、
所
信
表
明
そ
し

て
行
財
政
改
革
に
対
す
る
考
え

に
は
大
き
な
矛
盾
が
あ
り
、
市

長
と
し
て
確
実
に
実
行
す
る
と

い
う
確
た
る
意
思
が
見
え
な
い

こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
考
え

で
行
財
政
改
革
を
進
め
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
市
長
の
意
思

を
た
だ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
の
考
え
か
ら
、
昨
年
十
一
月

に
本
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

な
お
、
本
委
員
会
で
の
主
な

意
見
、
指
摘
は
次
の
と
お
り
で

す
。市長

の
選
挙
公
約
と
集
中
改

革
プ
ラ
ン
に
は
大
き
な
矛
盾

長
尾
市
長
は
選
挙
時
に
本
市

の
行
財
政
改
革
の
指
針
で
あ
る

集
中
改
革
プ
ラ
ン
を

市
民
に

負
担
増
を
強
い
る
市
民
い
じ
め
、

市
長
の
選
挙
公
約
と
集
中
改

革
プ
ラ
ン
に
は
大
き
な
矛
盾

福
祉
切
捨
て
、
痛
み
の
続
行

と
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
が
、

当
選
後
は
一
転
し
、
所
信
表
明

で
は

集
中
改
革
プ
ラ
ン
を
尊

重
し
実
行
す
る
と
発
言
し
た
。

こ
の
よ
う
な
一
貫
性
の
な
い

発
言
は
首
長
と
し
て
断
じ
て
許

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

市
長
の
選
挙
公
約
と
所
信
表

明
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
間
に

は
整
合
性
が
な
く
、
集
中
改
革

プ
ラ
ン
と
公
約
を
同
時
に
実
現

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

選
挙
前
に
実
現
不
可
能
な
公
約

を
掲
げ
、
市
民
に
大
き
な
期
待

を
持
た
せ
、
当
選
す
れ
ば
公
約

を
無
視
す
る
こ
と
は
、
政
治
家

と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ

る
。

予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
計
画

市
長
は
市
内
に
交
通
過
疎
地

域
が
あ
る
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
の
運
行
を
公
約
し
て
い

る
が
、
運
行
し
よ
う
と
す
る
交

通
過
疎
地
域
を
特
定
で
き
な
い

で
い
る
。

ま
た
、
こ
の
公
約
は
市
長
公

約
の
大
き
な
柱
で
あ
る
の
に
実

施
計
画
で
は
他
市
の
調
査
研
究

予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
計
画

と
あ
る
の
み
で
、
予
算
も
一
切

つ
け
ず
、
公
約
と
は
言
い
が
た

い
扱
い
で
あ
り
、
公
約
実
現
の

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
早
急

に
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
市
長
就
任
後
一
年
近

く
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
公
約
実
現
に
何
ら
努
力
を

し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
市
長

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

国
保
料
の
値
上
げ
は
市
長
公

約
不
履
行

市
長
は

必
ず
国
保
料
を
下

げ
る

と
公
約
し
て
い
た
が
、

国
保
運
営
協
議
会
へ
最
高
限
度

額
を
引
き
上
げ
る
諮
問
を
し
た

こ
と
は
ま
さ
し
く
公
約
違
反
で

あ
る
。
ま
た
市
長
が
最
高
限
度

額
を
据
え
置
い
た
結
果
、
中
間

所
得
層
の
保
険
料
が
高
く
な

り
、
市
民
は
高
い
保
険
料
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
約
不

履
行
で
あ
る
。

思
い
つ
き
だ
け
の
障
害
者
福

祉
金
復
活

市
長
は
障
害
者
福
祉
金
を
復

活
す
る
と
公
約
し
て
い
る
が
、

障
害
者
福
祉
金
は
費
用
対
効
果

を
考
慮
し
、
議
会
で
の
議
論
を

経
て
、
障
害
者
団
体
と
相
談
し

合
意
を
得
た
上
で
駅
舎
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
等
の
事
業
に
施

策
転
換
を
し
、
廃
止
し
た
も
の

で
あ
る
。こ
の
経
過
を
無
視
し
、

市
民
受
け
を
ね
ら
っ
た
で
き
も

し
な
い
公
約
を
掲
げ
て
い
る
こ

と
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た
障
害

者
福
祉
金
の
復
活
を
言
い
な
が

ら
当
初
予
算
に
計
上
し
て
い
な

い
こ
と
は
ま
さ
し
く
公
約
違
反

で
あ
る
。

危
機
管
理
意
識
の
な
い
長
尾

市
長
の
登
退
庁
時
の
タ
ク
シ

ー
利
用

市
長
は
登
退
庁
に
タ
ク
シ
ー

を
利
用
し
、
車
内
で
の
打
ち
合

わ
せ
や
電
話
連
絡
を
公
然
と
行

国
保
料
の
値
上
げ
は
市
長
公

約
不
履
行

思
い
つ
き
だ
け
の
障
害
者
福

祉
金
復
活

危
機
管
理
意
識
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な
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長
尾

市
長
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登
退
庁
時
の
タ
ク
シ

ー
利
用
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